
第４次静岡県がん対策推進計画
（最終案）について
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協議資料ア－１

　第４次静岡県がん対策推進計画案の策定経過

2

○第２回協議会において、計画案及びロジックモデルを協議

○第３回協議会において、最終案を協議

○第１回協議会において、素案を協議

○令和４年度協議会において、策定方針を協議

令和５年度

県民意見の募集（パブリックコメント）
令和５年12月27日～令和6年1月24日

第４次静岡県がん対策推進計画　公表
令和6年３月予定



　計画案からの主な変更点①
全体目標 内容

１

【目標５】
がんで仕事を辞める
県民を減らします。

がん患者の生活の質
の維持・向上を目指し
ます。

（12ページ）

項目「現在自分らしい日常生活を送れていると感じるがん患者の割合」を
追加します。
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　計画案からの主な変更点②
具体的な戦略 内容

２ １ たばこ対策の強化
（15ページ）

　喫煙により補導される中高生の人数の目標値を300人から0人にします。

３
３ がんの原因となる
　感染症対策の推進
（22，23ページ）

　HPVワクチン接種について、下線部を追記します。

4

項目 現状値 
（2022年） 目標値 

喫煙により補導される中高生の人数 826人 300人 ⇒ 0人 

【現状と課題】（２）ヒトパピローマウイルス（HPV）
　・・・（略）・・・さらに、2023年４月から９価HPVワクチンの定期接種が開始
されましたが、令和４年度のHPVワクチン定期接種の接種率は36.3％（全国
30.2％）で、今後更なる接種率の向上に取り組む必要があります。
・・・（略）・・・

【具体的な戦術】（２）ヒトパピローマウイルス（HPV）
　・・・（略）・・・
　HPVワクチンの接種率向上に向け、県及び市町は、HPV９価ワクチンの定期
予防接種化を含むワクチンに対する正しい情報の提供のほか、引き続き、キャッチ
アップ接種の対象者に対する制度の周知等、適切な情報に基づく正しい理解の
促進に取り組みます。



　計画案からの主な変更点③
具体的な戦略 内容

４

13　小児がん、　
　　AYA世代のが
　　ん医療の整備

（62ページ）

　AYA世代の長期フォローアップに、患者団体との連携を追記します。

５
18　緩和ケアの
　　充実

（74ページ）

　グリーフケアについて、下線部を追記します。

（注釈）グリーフケア：
大切な人を失い、残された家族等の身近な者が悲しみを癒やす過程を支える取組のこと
です。「ビリーブメントケア」とも言います。 5

【現状と課題】
・・・（略）・・・
　国は、「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」に、
グリーフケアを研修プログラムの一部として位置付けています。また、卒後２年目ま
での初期臨床研修医が緩和ケアの概念を学ぶことの重要性も指摘されています。
・・・（略）・・・
　さらに、国・県指定病院等では、がん患者とその患者家族を支援する体制の整備
が必要とされます。静岡がんセンターでは、がん相談支援センターでの個別相談に
加え、小児科や緩和医療科等によるグリーフケアに取り組んでいます。

Ｂ AYA世代（思春期・若年成人）のがん
【具体的な戦術】
（５）県は、静岡県がん診療連携協議会の下に設置する小児・AYA世代がん部
会において、AYA世代がん患者やその家族の抱える様々な問題に対応するため、生
殖機能温存を含む支持療法や緩和ケア、相談支援、移行期医療、長期フォロー
アップ等を多職種の協働チームや患者団体と連携して、トータルサポートする体制整
備に努めていきます。

　計画案からの主な変更点④
具体的な戦略 内容

６
23　就労のための
　　支援

（91ページ）

　両立支援コーディネーターについて、下線部を追記します。

（注釈）両立支援コーディネーター：
医療機関、企業、公的相談機関等に所属し、医療や心理学、労働関係法令や労働管
理等、治療と仕事の両立支援に関する基礎的な知識や考え方等に関する一定の研修
を受講した者です。

6

【現状と課題】
・・・（略）・・・
　国は、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」や「企業・医
療機関連携マニュアル」等の作成・普及啓発するとともに、両立支援コーディネーター
の育成・配置により、がん患者等が治療と仕事を両立できるようなサポート体制の構
築に取り組んでいます。両立支援コーディネーターは、患者や家族からの依頼を受
けて、患者、主治医、企業・産業医間のコミュニケーションのサポートや、患者に寄り
添った相談支援を行います。
・・・（略）・・・



  パブリックコメント①

御意見要旨 （対応）返答案

４
｜
１

がん検診の受診率が上がっていないこ
とから、検診受診率の向上に向け、
抜本的な対策が必要である。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
引き続き、市町に対し、対象者に向けて個別に行う受診勧
奨を進めるほか、がん検診と特定健診の同時実施や休日検
診の実施、子育て世代が受診しやすい環境整備など、受診
者の利便性向上の取組を促進します。また、受診率が低い
市町から課題を聞き取り、他市町の好事例を紹介する等の
改善に向けた助言を行うなど、市町への支援を強化します。

４
｜
２

がん検診の精度管理の向上に当たっ
ては、国が示す「事業評価のチェックリ
スト」に限らない精度管理の向上策も
あると考えられることから、具体的な戦
術の記載は、「市町は、～及び「事業
評価のためのチェックリスト」等を活用
した精度管理の向上に取り組みま
す。」とし、「等」を追加してはどうか。

（計画へ反映）
静岡県がん検診精度管理委員会からの提言等、多様な向
上策を市町に活用いただくため、御意見のとおり追記します。

7

４ がん検診の受診率向上と精度管理の推進

Ｂ がん検診の精度管理の推進
【具体的な戦術】
（２）｢市町は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施
のための指針」に基づいたがん検診の実施及び「事業評価のため
のチェックリスト」等を活用した精度管理の向上に取り組みます。｣
（29ページ）

御意見要旨 （対応）返答案

６
｜
１

私は、機材がないため、がん診療連携
拠点病院から他の病院に転院となった。
がん診療連携拠点病院だからこそ、稀
なケースにも対応すべきであり、治療方
法や医療機器を揃え、そして、医師の
技量が研鑽されることを希望する。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
引き続き、県内のがん診療体制の整備強化を図るとともに、
がん診療連携拠点病院等への設備整備助成による医療
の充実に努めてまいります。

8

　パブリックコメント②

６ 手術療法、放射線療法、薬物療法及び免疫療法の推進

７　がんゲノム医療体制の構築とプロジェクトHOPEの推進
御意見要旨 （対応）返答案

７
｜
１

がんゲノム医療を県内どこでも受けられ
るような現状にはないかと思う。
がんゲノム医療を推進してほしい。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
県内のがんゲノム医療については、具体的な戦略「７ がん
ゲノム医療体制の構築とプロジェクトHOPEの推進」に記載
しています。（47ページ～）
引き続き、県内のがんゲノム医療を推進してまいります。



御意見要旨 （対応）返答案

10
｜
１

術前からのリハビリテーション（プレハビリテー
ション）により、合併症の減少、早期退院、
仕事復帰など患者のQOL向上、生産性の
低下防止につながることが報告されており、
また、退院後に継続的にリハビリが必要な
ケースもあり、入院期間に限定されないリハ
ビリが受けられるような仕組みが必要と思わ
れる。
適切なリハビリを受けられないとの声があるこ
とから、がんと診断された時からの計画的な
リハビリの構築に取り組み、早期社会復帰
や療養生活の質の向上につなげてほしい。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
具体的な戦略「10 がんに関するリハビリテーション・形
成外科・補填医療の普及」に、がんリハビリテーションに
ついて記載しています。（53ページ～）
引き続き、県内のがん診療連携拠点病院等におけるが
んリハビリテーションの提供体制を推進してまいります。

9

　パブリックコメント③
10　がんに関するリハビリテーション・形成外科・補填医療の普及（1/3）

御意見要旨 （対応）返答案

10
｜
２

「障害を来し、」の言葉を用いることに違和感があ
り、「支障」のほうが一般的で受け入れやすいこと
から、「日常生活動作に障害を来し、」を「日常
生活動作に支障を来し、」に変更してほしい。

（計画へ反映）
御意見のとおり修正します。

10

　パブリックコメント④
10　がんに関するリハビリテーション・形成外科・補填医療の普及（2/3）

【現状と課題】
がん治療の影響から、患者の嚥下（えんげ）や呼
吸運動等に障害が生じることがあります。また、病状
の進行に伴い、次第に日常生活動作に障害を来し、
生活の質の著しい低下が見られることから、がん領
域でのリハビリテーションの重要性が指摘されていま
す。・・・（略）・・・（53ページ）

【現状と課題】
がん治療の影響から、患者の嚥下（えんげ）や呼
吸運動等に障害が生じることがあります。また、病状
の進行に伴い、次第に日常生活動作に支障を来し、
生活の質の著しい低下が見られることから、がん領
域でのリハビリテーションの重要性が指摘されていま
す。・・・（略）・・・（53ページ）



御意見要旨 （対応）返答案

10
｜
３

現在は通院で
がん治療をす
る患者が多く、
外来によるがん
リハビリテーショ
ンの患者も多
い。がんリハビリ
テーションの概
念として、外来
通院する患者
へのがんリハビリ
テーションにつ
いても記載して
ほしい。

（計画へ反映）
国の基本計画を踏まえ、現状と課題及び具体的な戦術に追記します。

11

　パブリックコメント⑤
10　がんに関するリハビリテーション・形成外科・補填医療の普及（3/4）

【現状と課題】
がん治療の影響から、患者の嚥下（えんげ）や呼吸運動等に障害が生じることがあります。
病状の進行に伴い、次第に日常生活動作に支障を来し、生活の質の著しい低下が見られる
ことから、がん領域でのリハビリテーションの重要性が指摘されています。また、入院に加え外来
においても、 効果的・継続的ながんのリハビリテーション提供体制の整備を推進する必要
があります。・・・（略）・・・（53ページ）

２. 患者本位で持続可能ながん医療の提供
（１）がん医療提供体制等
⑤ がんのリハビリテーションについて（取り組むべき施策）
・・・（略）・・・国及び都道府県は、研修を受講した医師や看護師、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士等の拠点病院等への配置を推進し、入院に加え外来においても、 効果
的・継続的ながんのリハビリテーション提供体制の整備を推進する。

＜国のがん対策推進基本計画＞

【具体的な戦術】
（３）国・県指定病院は、常勤・専任のリハビリテーション科専門医、常勤・専従の理学療
法士、作業療法士及び言語聴覚士の配置を進め、入院に加え外来においても、質の高い
がんのリハビリテーションを提供します。

御意見要旨 （対応）返答案

10
｜
４

注釈1の説明に「維持・向上」とあることや、再発
転移患者など長期治療により体力筋力の低下
が生じ得るため、フレイルを防ぎ療養生活を維持
するという意味で、「療養生活の質の向上を図
る」という記載を、「療養生活の質の維持と向上
を図る」に修正してほしい。

（注釈1）がんリハビリテーション：
がんそのものによる障害及びがんの治療の過程で生じる
障害に対して、患者の回復力を高め、残っている能力
を維持・向上させ、今までと変わらない生活を取り戻す
ことを支援することです。

（計画へ反映）
計画内における記載内容の整合を図るため、御
意見のとおり修正します。

12

　パブリックコメント⑥
10　がんに関するリハビリテーション・形成外科・補填医療の普及（3/3）

【現状と課題】
・・・（略）・・・引き続き、がん患者へのリハビリテー
ションの質を高め、がん患者の早期社会復帰や療養
生活の質の向上を図る必要があります。
（53ページ）

【現状と課題】
・・・（略）・・・引き続き、がん患者へのリハビリテー
ションの質を高め、がん患者の早期社会復帰や療養
生活の質の維持と向上を図る必要があります。
（53ページ）



御意見要旨 （対応）返答案

11
｜
１

県が行うアピアランスケア支援について存
在を知らなかった。周知してほしい。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
がん患者の生活を支援する市町を対象とした「若年がん
患者等支援事業費補助」により、医療用補整具の購
入等を支援しています。（55ページ）
引き続き、県内のがん診療連携拠点病院等に設置さ
れているがん相談支援センター及び市町と連携し、助成
制度の周知を図ってまいります。

13

　パブリックコメント⑦
11　がん治療に伴う支持療法の推進

御意見要旨 （対応）返答案

13
｜
１

妊孕性温存は若年がん患者の希望につ
ながるが、一方で温存しても妊娠等に至
らない、温存ができなかった患者等がいる
ことが見過ごされがちであり、心のケアを
中心とした支援の充実を希望する。
　そのため、「情報提供及び意思決定支
援を行う体制を整備するとともに、温存や
子どもを持つことができなかった場合の支
援も行います。」と追記してほしい。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
具体的な戦術に、以下のとおり記載しています。引き続き、
妊孕性温存に関する情報提供及び意思決定支援を行
う体制の整備に取り組んでまいります。
また、妊孕性温存や子どもを持つことができなかった場合
の支援については、県が開催する「静岡県がん・生殖医
療ネットワーク会議」において、いただいた御意見を共有し
ます。

14

　パブリックコメント⑧
13 小児、AYA世代のがん医療の整備

Ｂ AYA世代（思春期・若年成人）のがん
【具体的な戦術】
（11）国・県指定病院等は、がん医療と生殖医療の連携の
下、妊孕性温存療法及びがん治療後の生殖補助医療に関す
る情報提供及び意思決定支援を行う体制を整備します。
（63ページ）



御意見要旨 （対応）返答案

18
｜
１

計画に、家族ががん遺族になり得ることが
想定されていない印象がある。「グリーフケ
アの充実」と言った新たな項目の設定と各
がん診療連携拠点病院等への精神腫瘍
科や家族・遺族外来の設置を希望する。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
具体的な戦略「18　緩和ケアの充実」で、グリーフケアに
ついて記載しています。（74ページ）
診療科の設置については、御意見として承りました。

18
｜
２

現状と課題に「緩和ケアは、終末期に限ら
れたものではなく、がんと診断されたときから
治療と並行して受けることができます。」
（73ページ）とあるが、認知度がまだ低い
と感じる。緩和ケア＝終末期と思っている
患者さんもいる。医療現場から正しい情報
を伝えてほしい。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
具体的な戦術に、以下のとおり記載しています。
御意見を踏まえ、引き続き、緩和ケアに関する正しい知
識の普及啓発に取り組んでまいります。

15

　パブリックコメント⑨
18　緩和ケアの充実

【具体的な戦術】Ａ 緩和ケアの提供体制
（９）県は、国や関係機関と連携し、引き続き、緩和ケア
に関する正しい知識の普及啓発を推進します。
（76ページ）

御意見要旨 （対応）返答案

19
｜
１

がんと診断された者の不安を軽減す
るため、がん相談支援センターの充
実と、より身近な相談場所として機
能強化を図ってほしい。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
具体的な戦略「19 相談支援の充実」に、がん相談支援セン
ターの機能強化とその周知について記載しています。
（79ページ～）
また、具体的な戦略「18 緩和ケアの充実」に、がんと診断さ
れた時からの悩み・負担に対する緩和ケアについて記載してい
ます。（73ページ～）

19
｜
２

患者会は医療者からは見えにくい治
療後の長い生活を共に支え合う場で
ある。医療機関から患者団体を紹介
する際に、適切に判断するため、がん
相談支援センター担当者が患者会
の役割を、十分に理解してほしい。
患者会によっては医療者等の参加を
受けているので一度参加してみてほ
しい。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
具体的な戦術に、以下のとおり記載しています。御意見を踏
まえ、引き続き、相談員の質の向上に取り組んでまいります。

16

　パブリックコメント⑩
19　相談支援の充実

【具体的な戦術】
（10）県は、静岡県がん診療連携協議会の相談支援部会と連
携し、毎年、がん相談員を対象にがん患者を取り巻く心理・社会的
な問題についての相談対応力向上のための実践的研修会を開催
し、相談員の質を高めます。（80ページ）
（11）県、市町、静岡がんセンター、国・県指定病院等、県医師
会、県病院協会、県薬剤師会、患者会等は、相互に情報共有し、
患者・家族に対する適切な相談支援を行います。（81ページ）



御意見要旨 （対応）返答案

21
｜
１

「グリーフケア」について、がんに関わる前から
知っておくことが適切な支援につながると思
うため、「県民だより」などで広報を行ってほ
しい。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
具体的な戦略「18　緩和ケアの充実」で、グリーフケア
について記載しています。（74ページ）
広報については、今後、取り組んでまいります。

21
｜
２

「静岡版道しるべ」について、情報の継続
的な更新、インターネットが苦手な人でも見
やすいような内容の見直し、県内患者団
体などの信頼できる団体の記載を希望する。
また、がん診療連携拠点病院等への継続
的な配布を希望する。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
｢静岡版道しるべ｣について、次回の更新のタイミングで
患者団体の記載を検討します。
また、がん患者の相談支援に活用するため、がん診療
連携拠点病院等へ継続的に配布します。

17

　パブリックコメント⑪
21　県民に対するきめ細かな情報提供（1/4）

御意見要旨 （対応）返答案

21
｜
３

新しい言葉について、患
者が理解した上で治療
ができるように、どんな人
にも分かりやすい言葉で
説明してほしい。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
現状と課題に以下のとおり記載しており、引き続き、分かりやすい情報提
供を進めます。

21
｜
４

がん相談支援センター
の周知が課題となってい
ることから、がん相談支
援センターを適切に利
用できるよう、「県民だよ
り」での広報などで、がん
になる前から県民への
周知が必要と思う。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
具体的な戦術に、以下のとおり記載しています。御意見を踏まえ、引き続
き、がん相談支援センターの周知に取り組んでまいります。

18

　パブリックコメント⑫
21　県民に対するきめ細かな情報提供（2/4）

【現状と課題】
・・・（略）・・・
　県民への情報提供に当たっては、がんに関する最新の科学的根拠に基づく必要
があります。国・県指定病院及びこども病院では、公開講演会等により最新のが
ん医療の情報を県民へ分かりやすく提供しています。（85ページ）

【具体的な戦術】
（１）県は、静岡がんセンターと連携して、若者、中高年等の県民のライフス
テージやがんの進行度等に応じた適切な情報提供を行って、県民ががんをより身
近なものとしてとらえ、「がん＝死」、「がんになった人に問題がある」、「がんになった
ら働けない」といった誤解や偏見を解消するとともに、がんと診断された場合でも適
切に対処ができるように県民の不安の軽減を図ります。（86ページ）



御意見要旨 （対応）返答案

21
｜
５

高齢者だけでなく、患者が自分の希望にあっ
た治療、療養を受けるため、「医療者が治療
選択する上での意思決定支援のため「イン
フォームド・コンセント（IC)やアドバンスケアプ
ランニング（ACP）について、適切な情報を
提供している。」という記述を追記してほしい。
（６ 手術療法、放射線療法、薬物療法及
び免疫療法の推進としての御意見）

（計画へ反映）
いただいた御意見を踏まえ、「21 県民に対するきめ
細かな情報提供」に、以下の具体的な戦術を追記
します。

21
｜
６

ACP、リビングウィルは高齢者に限るものでは
ない。全ての患者のための早期からのACPとリ
ビングウィルとして取り組むことが大切である。
記載は、18緩和ケアの充実や21県民に対す
るきめ細かな情報提供が適切ではないか。

19

　パブリックコメント⑬

【具体的な戦術】
（５）国・県指定病院等では、医療従事者は、患者が
治療選択する上での意思決定支援のため、インフォーム
ド・コンセント、ACP、リビングウィルについて適切な情報を
提供します。（86ページ）

（注釈）インフォームド・コンセント：
医療行為を受ける前に、医師及び看護師から医療行為に
ついて、分かりやすく十分な説明を受け、それに対して患者
さんは疑問があれば解消し、内容について十分納得した上
で、その医療行為に同意することです。

21　県民に対するきめ細かな情報提供（3/4）

御意見要旨 （対応）返答案

21
｜
７

「進行期、再発・転移、末期等のがん患者に提
供する情報の例」に「・・・緩和ケアを実施する医
療機関」と記載されている。（88ページ）
緩和ケア＝終末期ケアという誤解につながるので
「（がんと診断されたときからの）緩和ケア」と補
足説明を希望する。

（計画へ反映）
がんと診断されたときから緩和ケアの情報提供が
必要であることから、下線部のとおり修正します。

20

　パブリックコメント⑭

ライフステージ等 情報の内容、伝達方法 

がん患者 （略）

　進行期、再発・転移、
　末期等のがん患者に
　提供する情報の例 

・集学的治療や緩和ケアを実施す
る医療機関、臨床試験（治験）
等の科学的根拠のある新しい治療
法に関する情報 

◇ライフステージ・がんの進行度等に応じた情報提供 ◇ライフステージ・がんの進行度等に応じた情報提供
ライフステージ等 情報の内容、伝達方法 

がん患者
（略） 

・がんと診断されたときからの緩和
ケアの普及啓発を進めます。

　進行期、再発・転移、
　終末期等のがん患者に

　提供する情報の例 

・集学的治療を実施する医療機関、
臨床試験（治験）等の科学的根
拠のある新しい治療法 、終末期医
療を実施する医療機関に関する情
報

21　県民に対するきめ細かな情報提供（4/4）



御意見要旨 （対応）返答案

23
｜
１

がんの治療と仕事の両立を推進するため、
がん患者の就労実態に関するアンケート
を行い、働きやすい環境ができると良い。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
具体的な戦術に以下のとおり記載しています。現在、国
が患者体験調査を実施中ですので、その結果を把握す
る予定です。

21

　パブリックコメント⑮
23　就労のための支援

【具体的な戦術】Ｂ 職域や地域における就労支援
（10）県は、静岡がんセンターやその他関係機関・団体と
連携して、がん患者やがん体験者の就労の実態やニーズを
定期的に調査・把握して、その結果を踏まえて、就労支援
策の検証や見直しを行います。（93ページ）

御意見要旨 （対応）返答案

24
｜
１

患者・市民参画が重要視されているが、
行政や医療者が患者団体を把握できて
いないことが参画を妨げていると思われる
ため、県内の患者団体の状況を把握し、
信頼できる団体をリスト化してほしい。
また、緩和ケア研修会、がん教育外部講
師など、様々な場面で適切に参画し、が
ん対策の推進に協力できるよう、各分野
に情報提供してほしい。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
患者団体のリスト化については、検討しています。
また、各分野への情報提供については、御意見を踏まえ、
患者団体との協働による情報発信等に努めます。

24
｜
２

様々な情報提供において、閲覧する患
者・家族が見やすいと思える形態での発
信を希望する。そのために、発信する情報
は、作成段階から市民や患者会などの協
力を得ると良いのではないか。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
具体的な戦術に以下のとおり記載しています。
御意見を踏まえ、引き続き、患者団体と連携した情報
提供に取り組みます。

22

　パブリックコメント⑯
24　患者団体等との連携・協働及び支援（1/3）

【具体的な戦術】
（２）県は、患者団体と連携して、患者団体が持つ知見
や経験を踏まえた情報の提供を推進します。（95ページ）



御意見要旨 （対応）返答案

24
｜
３

患者会の情報はネットから得られるが、信
頼できる場から情報発信することで、必要
な方に届きやすくなると感じたため、AYA世
代に向けた患者会（ピアサポートの会）
が県内にあることを、県から情報発信して
ほしい。
また、情報が届くような広報を患者団体等
と連携して考えてほしい。
さらには、病院に通院した際に、手軽に情
報を得られる環境づくりとして、がん診療を
行っている医療機関に、チラシを配置して
ほしい。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
具体的な戦術に以下のとおり記載しています。御意見を
踏まえ、患者団体と連携して情報発信に取り組んでま
いります。
また、チラシについては、がん診療連携拠点病院等へ配
架の働き掛けを行ってまいります。

23

　パブリックコメント⑰
24　患者団体等との連携・協働及び支援（2/3）

【具体的な戦術】
（２）県は、患者団体と連携して、患者団体が持つ知見
や経験を踏まえた情報の提供を推進します。（95ページ）

御意見要旨 （対応）返答案

24
｜
４

以下の具体的な戦術について、必要かどうかは
医療者には判断できないケースもあり、患者団体
の情報は、支援される側が平等に手に入れられ
るよう、積極的に紹介（掲示するなど）してほし
いことから、「必要に応じて」という文言は不要と思
われる。
そのため、「県内で活動する患者団体を紹介しま
す。」という記載の修正を希望する。

（計画へ反映）
国・県指定病院等において、がん患者への患者
団体の紹介の必要性は、最終的に、本人又は
家族が決定するものであり、よりきめ細かな対応
をするため、下線部のとおり修正します。

24

　パブリックコメント⑱
24　患者団体等との連携・協働及び支援（3/3）

【具体的な戦術】
（４）国・県指定病院等は、がん相談支援セン
ターにおける相談支援に加え、患者やその家族の悩
みを和らげるため、患者団体と連携を図りながら、患
者サロン等の患者やその家族が自由に語り合える機
会や場の充実と周知を図るとともに、必要に応じてが
ん患者にピア・サポートを行っている患者団体を紹介
します。（96ページ）

【具体的な戦術】
（４）国・県指定病院等は、がん相談支援セン
ターにおける相談支援に加え、患者やその家族の悩
みを和らげるため、患者団体と連携を図りながら、患
者サロン等の患者やその家族が自由に語り合える機
会や場の充実と周知を図るとともに、必要とされるが
ん患者にピア・サポートを行っている患者団体を紹介
します。（96ページ）



御意見要旨 （対応）返答案

28
｜
１

がんに対する正しい情報を普及させるため、
がん教育を推進してほしい。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
具体的な戦略「28 がん教育の推進」に、がん教育に
よる、がんに関する知識とがん患者への理解の推進に
ついて記載しています。(107ページ～）
引き続き、県内の学校における適切ながん教育の実施
に向け、支援体制の充実を図ってまいります。

28
｜
２

「学校におけるがん教育の手引」が確認で
きないため、確認可能なものに置き換えて
いただきたい。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
「学校におけるがん教育の手引」は、令和６年１月24
日に県立学校、市町教育委員会宛てに送付し、活用
を促しています。
今後は、この手引をもとに、学校におけるがん教育の一
層の推進に努めてまいります。

25

　パブリックコメント⑲
28 がん教育の推進（1/3）

【具体的な戦術】
（２）県教育委員会は、県内の学校におい
て、学校保健計画にがん教育を位置付けるよ
う指導するとともに、県の「学校におけるがん教
育の手引」を基に、文部科学省作成の教材、
外部講師などを活用したがん教育を支援しま
す。（107ページ）

御意見要旨 （対応）返答案

28
｜
３

教員・医師・がん体験者への研
修について、実施主体である県
健康福祉部・県教育委員会の
留意点や指導方法を明確にして
いただきたい。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
学校におけるがん教育は、平成29年・30年に改訂された学習
指導要領に基づき行っております。加えて、令和６年１月に発
出した「学校におけるがん教育の手引」では、文部科学省作成
の通知等をもとに指導方法をまとめ、文部科学省作成の教材を
紹介しております。
手引には、県内のモデル校で行われてきた取組も載せております
ので、研修会等で繰り返し活用するよう周知してまいります。

28
｜
４

がん教育は継続的な活動であり、
その体制は持続可能である必要
があり、医療者・がん体験者別の
外部講師の増加率の把握や養
成体制の整備が必要である。
がん体験者の外部講師増強には、
医師による患者のがん患者サロン
への誘導などの具体的バックアップ
も必要である。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
がん診療連携拠点病院等では、外部講師として診療従事者を
派遣し、がんに関する正しい知識の普及啓発に努めることとなっ
ており、今年度は、がん診療連携拠点病院等の22病院に御協
力いただいております。
また、学校医にも協力いただけるよう静岡県医師会を通じ、がん
教育への協力依頼を行っています。
さらに、静岡県対がん協会のピアサポーターフォローアップ研修に
おいて、学校におけるがん教育の取組を具体的に紹介し、外部
講師の確保に取り組んでまいります。

26

　パブリックコメント⑳
28 がん教育の推進（2/3）



御意見要旨 （対応）返答案

28
｜
５

県教育委員会に県内のがん患者団体に
ついて把握いただくことで、外部講師として
協力したいと考えるがん患者・経験者・家
族を活用できるようになる。また、患者団体
が平等に研修会を受ける機会をいただける
ものと思う。
そのため、「（5）・・・外部講師に活用で
きるよう体制を整備します。」に続いて、「そ
のため、県内のがん患者団体について把握
します。」と追記してほしい。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
外部講師は、患者団体のみならず、がん診療連携拠
点病院等の医師等に依頼することがあるため、同戦術
への記載は、見送ることとします。
また、引き続き、県健康福祉部から県教育委員会へ、
患者団体に関する情報提供を行ってまいります。

27

　パブリックコメント㉑
28 がん教育の推進（3/3）

【具体的な戦術】
（５）県健康福祉部は、県教育委員会とと
もに、がん医療に携わる医師、がん患者やが
ん体験者等を学校でのがん教育の外部講師
に活用できるよう体制を整備します。
（108ページ）

御意見要旨 （対応）返答案

－
指標について、国の患者体験調査は全て
を網羅できるわけではなく、静岡県独自の
調査が必要なものもあると思う。計画の途
中での指標の見直しを希望する。

（意見の趣旨を踏まえ取り組む（取り組んでいる））
計画期間の３年目(2026年)において、計画全体の
進捗状況の把握と総合的な中間評価を行うことを予
定しています。（113ページ）
中間評価において、指標の見直し等について、検討す
る予定です。

28

　パブリックコメント㉒
その他


